
様式５-２ 

保護者確認事項      ※毎年、保護者の確認を受けること。保護者に１部渡すこと。 
 確認 確認事項 

１  除去食を提供するには、日野市学校給食食物アレルギー除去対応実施申請書・学校生活管理

指導表・食事指示書（・検査結果）を年 1回提出し、面談をすること。 

２  除去食対応により、不足した栄養素はご家庭の食事で補うこと。 

３  除去食専用の調理場・調理員・調理器具がないこと。 

４  製造工場で原因食物を含む製品を製造している食材を使用していること。 

５  除去対応のできない献立がある場合、給食室では代替食の提供はしないこと。 

必要に応じて、家から持参した代替持参食を食べること。 

６  代替持参食は給食時間まで、各自教室で保管すること。冷やす必要のあるものを持参の場合、

夏場など暑い場合は保冷材等を入れて保管すること。 

７  除去食品の量に応じた対応はしないこと。例えば、卵等つなぎを家庭で食べている場合でも、

給食では除去とすること。 

８  （必要な学校のみ確認）除去食は１つの料理について、１種類の除去食のみをつくることが

あるため、除去が必要な食品以外の食品も入っていない場合があること。 

９  （必要な学校のみ確認） 

ナッツ類の一部がアレルゲンである場合でも、すべてのナッツ類を除去すること。 

10  除去食の場合も、給食費は変わらないこと。（飲用牛乳除去のみ返金制度あり） 

11  毎月のアレルギー用除去チェック表にて、保護者・栄養士の両者で除去する食材を確認し、

それをもとに栄養士がアレルギー対応家庭配布献立表を作成し、その内容を保護者、栄養士、

担任が日々確認し、給食指導を行うこと。 

12  全職員にアレルギーについて知らせること。教室においては除去食献立表を掲示すること。 

13  除去食は、専用食器に配膳され、除去の内容を示したラベルが貼られ、クラスの配膳車の上

段に載って教室まで届くこと。 

14  除去食のおかわりはないこと。 

15  給食時間は班で向き合って食べること。 

16  アナフィラキシーを起こしたことがあるお子様についてはエピペン®を携帯させてほしいこ

と。 

17  緊急時に備え、エピペン®、内服薬がある場合はランドセル（校外学習時は荷物）の中に携帯

してもらうこと。 

18  家庭科・生活科、総合など授業で食材を扱う際は、事前に担任と連絡を取り合うこと。 

19  家庭科クラブに入っている場合、使用材料に注意が必要であるため、クラブ担当教諭と連絡

を取り合うこと。 

20  校外学習においてはお菓子の交換をしないこと。 

21  宿泊行事においては、喫食する料理の使用材料について、事前に担任と連絡を取り合うこと。 

22  備蓄している非常食は、毎年３月に買い替えをするため、給食で食べること。 

23  毎月、献立表を確認し、給食で出る食材で、ご家庭で食べさせたことのないものについては、

事前に家で食べさせておいてほしいこと。 

24  エビ、カニがアレルゲンの方へ： 

魚はエビやカニを食べている可能性があるが、給食で使用していること。また、ちりめんじ

ゃこやわかめなどの海産物に細かなエビが入っている可能性があること。 

25  安全に配慮するため、その時の児童、生徒の状況により対応内容が変わる場合があること。 

26    揚げ油によるアレルゲンの微量混入は、大丈夫ですか。 （ はい   いいえ ） 

いいえの方へ： 

揚げ油の再使用でアレルゲンの微量の混入があるかもしれないこと。微量な混入でも除去する

場合は、家庭への連絡をせず、急遽通常のアレルギー除去食と同じ対応になることがある。 

  年  月  日        

保護者確認サイン  お名前                 


